
年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

令和７年度 令和8年3月4日

１年６か月間の契約締
結拒絶期間を伴う契約
解除措置をとることが
相当である。

本件は、対象弁護士が、Ａから遺産分割調停事件等を受任したところ、
⑴　遺産分割調停の申立てをしていないにもかかわらず、申立てをしたと報告
し、その後も調停事件の係属を前提に裁判所からの問合せがあった旨を報告し
期日指定の見通しを述べるなど虚偽の説明をしたこと、
⑵　その後、遺産分割調停の申立てをしたが、事件が調停に代わる審判に移行
したところ、Ａに対し、審判手続の説明やこれに対するＡの意向の確認をして
おらず、また、審判書（なお、当該審判書は、結果的に無効であった。）を受
領してから１０か月間これをＡに送付しなかったこと、
⑶　その後、新たに有効な審判書（以下「新審判書」という。）を得たが、こ
れをＡに交付するに当たり、異議の申立ての方法等について説明し、協議して
いないこと
を理由に、令和７年８月２５日付けで日本弁護士連合会から、令和５年９月２
６日付け所属弁護士会による対象弁護士を懲戒しない旨の決定を取り消され業
務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和8年2月28日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、Ａの成年後見人であったところ、令和３年３月２２日
にＡが死亡し、同日、Ａ名義の貯金から３００万円の払戻しを受け、同月３１
日にＡの葬儀費用を支払った後、Ａの相続人に対し、払戻しを受けた３００万
円の使途等を説明せず、３００万円から費用を差し引いた残金を引き渡さな
かったことを理由に、令和７年７月１３日付けで所属弁護士会から業務停止３
月の懲戒処分を受けたもの

令和７年度 令和8年1月28日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、日本司法支援センターに対し、令和４年６月６日から
同年１２月１３日までの間に法律相談を行った７名について、実際には法律相
談を行っていない日にも法律相談を実施した旨の援助申込書及び法律相談票を
作成して提出し、法律相談費を請求したことを理由に、令和７年５月１６日付
けで愛媛弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和8年1月27日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、勾留されているＡとの弁護人接見の際、対象弁護士の
携帯電話を使用して、令和５年３月１６日から同年５月１３日までの間、２０
回にわたり、Ａに一般社団法人Ｂの関係者等と通話をさせたことを理由に、令
和７年１２月１９日付けで、日本弁護士連合会から、令和７年３月２４日付け
で大阪弁護士会から業務停止１年の懲戒処分が変更された業務停止１０月の裁
決を受けたもの。

令和７年度 令和8年1月27日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、平成２９年１１月１日、株式会社Ａ及びＡ社の代表取
締役の代理人として、株式会社Ｂら債権者に対し、破産手続の申立てを受任し
た旨を通知した後、Ｂ社から再三にわたり問合せや催促があったにもかかわら
ず、正当な理由がないのに、申立てを行わなかったことを理由に、令和７年６
月１２日付けで東京弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和8年1月19日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、ＡからＢに対する養育費請求事件を受任し、平成２７
年８月６日に合意を成立させ、この合意に基づき、同月２６日、７２１万９７
４２円が対象弁護士の預り金口座に振り込まれ、また、平成２８年３月２日、
Ａの代理人としてＢに対する損害賠償請求訴訟を提起し、同年１１月２８日に
和解が成立し、これに基づき、同年１２月２８日、２００万円が対象弁護士の
預り金口座に振り込まれたが、Ａに送金しないまま、 平成２９年９月２５日か
ら令和２年３月１３日にかけて、合計８１０万円を、本来の預り金の使用目的
以外の目的で払い戻し、対象弁護士の事務所口座又は対象弁護士が業務とは別
に管理する個人口座に入金する等したことを理由に、令和７年５月１４日付け
で岡山弁護士会から業務停止３月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和8年1月16日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　Ａから消費者被害事件を受任し、加害者との間で１２７０万８３００円を
分割で支払う旨の和解を成立させ、平成３０年７月に対象弁護士の預り金口座
に振り込まれた初回の入金分１８０万８３００円をＡに返還したものの、それ
以降に回収した１０１０万円について、返還請求があったにもかかわらず、こ
れを返還せず、このうち少なくとも９１７万８２８７円を流用したこと、
⑵　Ｂから遺産分割協犠を受任し、令和３年３月２６日、遺産である不動産を
換価した１３３０万円が対象弁護士の預り金口座に振り込まれたが、仲介手数
料及び振込手数料を控除した１２７６万１２３０円について、Ｂの返還請求が
あったにもかかわらず、これを返還せず、流用したこと
を理由に、令和７年２月４日付けで所属弁護士会から業務停止１年の懲戒処分
を受けたもの。

○契約弁護士等に対してとった措置について



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和8年1月16日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、平成３０年３月頃から令和４年夏頃までの間、株式会
社Ａから紹介を受けた厚生労働省が行っている雇用関係助成金各制度の計画及
び支給申請を希望する事業者から助成金申請代行業務を受任したが、その大部
分を株式会社Ｂに委託し、対象弁護士の事務所の助成金申請部という名称を用
いて業務を行っていたところ、Ｂ社及びＢ社と雇用関係にある担当者が行う助
成金申請代行業務は弁護士法第７２条に違反すると疑うに足りる相当な理由が
あるにもかかわらず、所属東京弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けた
もの。

令和７年度 令和8年1月16日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、令和３年４月、株式会社Ａの申立てにより仮差押決定
が発令され、同月１３日、Ｃの主導により設立された株式会社Ｂの預金債権が
仮に差し押さえられたところ、同月２３日、本来ならＢ社名義の口座にて受領
すべきＢ社の実質的な事業資金３０００万円を預かり、また、同年５月１３日
から８月１７日にかけて、Ａ社からの上記仮差押えの対象とされたＢ社名義の
口座から振込により対象弁護士の預り金口座に計２４５７万１４６６円の入金
を受けるなど、Ａ社によるＢ社名義の預金口座に対する仮差押えの目的を害す
るおそれのある行為を行ったことを理由に、令和７年４月２８日付けで所属弁
護士会から業務停止３月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和8年1月16日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　株式会社Ａとの間で締結した法律顧問契約に基づき、平成２８年４月１日
から平成３０年１月末日まで同社の顧問弁護士の地位にあったところ、Ａ社か
らの依頼に基づき作成した同社の平成２８年９月１６日制定及び同日施行の就
業規則等の案文において、就業規則の絶対的必要的記載事項である始業及び終
業の時刻並びに休憩時間について必要な記載を欠いたものを作成したこと、
⑵　平成２９年１０月下旬、Ａ社の代表者Ｂに対し、別の顧問先Ｃ株式会社が
金融機関から融資を受けられるようにするための見せ金として利用するため、
５００万円を対象弁護士の預り金口座に振り込むよう依頼して振り込ませ、こ
れをＣ社に提供したこと、
⑶　平成２９年１１月２８日、自己の法律事務所の資金繰りという個人的経済
的利益のため、民事訴訟事件の依頼者であるＤから、３０万円を借り受けたこ
と、
⑷　平成３０年１月頃、顧問先であるＡ社に対し、投資に対するリターンが月
利８パーセントという現実には存在しなかった投資話を、かかる投資話が確実
に存在するという確証なく安易に持ち掛けたこと、
⑸　Ａ社の女性従業員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する言動を
したこと、
⑹　Ａ社において自身のことを「裏社会の弁護士」と表現するなどし、反社会
的勢力との関わりを示唆したこと
を理由に、令和７年５月２日付けで所属弁護士会から業務停止２月の懲戒処分
を受けたもの。

令和７年度 令和7年12月25日
３年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象司法書士が、
第１　⑴令和２年２月、Ａから債務整理手続の依頼を受け、その際、Ａから個
人再生申立費用として２万円を受領し、⑵Ａの債権者に対し、同年３月付けで
「債務整理開始通知」を送付し、債権者１０社から債権届の提出と取引履歴の
開示を受け、⑶同月、Ａとの間で、個人再生手続開始申立書作成に関する委任
契約（以下「本件契約」という。）を、申立費用を７２万５０００円として締
結し、同申立費用のうち、報酬２０万円、管財費用２１万円の合計４１万円を
受領し、⑷同日、２３万円を「司法書士坂東法律事務所預り口坂東守」名義の
預金口座（以下「本件口座」という。）に入金し、⑸Ａは、申立費用から前記
⑴から⑶で支払済みの額を差し引いた残金２９万５０００円のうち２８万円に
ついて、令和２年３月から同年１０月までの間、８回に分けて本件口座に振り
込む方法により対象司法書士に支払ったところ、⑹対象司法書士は、本件契約
の遂行のために必要があるとして、Ａから、令和２年３月から７月まで及び同
年９月分の家計表等を封入した封筒の提出を受けながら、これを開封せず、ま
た、同年１１月にＡが送付した１０月分の家計表等を受領せず、同家計表等
は、受取人不在による保管期限経過のためＡに返戻され、⑺令和３年２月、対
象司法書士が、Ａに対し、依頼された業務を行うことができない旨を申し出た
ことにより、本件契約は終了し、⑻対象司法書士は、前記⑶から⑺までの約１
１か月間にわたり、Ａからの債務整理手続に関する依頼に基づく書類作成業務
を一切行わなかったこと、
第２　⑴対象司法書士自身の財産とＡからの預かり金とを区別して管理するこ
とをせず、本件口座を対象司法書士個人に係る支払の引落口座としても用い
て、保険事業者等への支払を行った結果、本件口座の残高は、令和３年５月時
点で８６１７円であり、Ａからの預かり金のほぼ全額が費消された状態にあっ
たこと、⑵対象司法書士は、本件契約が終了してから現在まで、Ａに対して、
報酬金その他のＡに返還すべき金額の一切を返還していないこと
を理由に、令和５年１２月８日付けで法務大臣より令和５年１２月２２日から
２年の業務停止の懲戒処分を受けたもの。
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○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年11月23日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、職務上請求の要件を満たさないにもかかわらず、調査
会社である株式会社ＡからＢの住所調査の依頼を受け、事実と異なる利用目的
や依頼者名を記載して、令和３年７月１６日、職務上請求を行い、Ｂの実父の
改製原戸籍謄本２通を取得し、同月２７日、職務上請求を行い、Ｂの戸籍謄
本、改製原戸籍謄本及び戸籍の附票を取得し、同年８月頃、Ｂの住民票及び戸
籍の附票の職務上請求を行い、取得したことを理由に、令和７年３月１２日付
けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年11月10日

３年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　平成２７年１２月１５日、Ａから夫に対する離婚請求及び財産分与請求等
を受任し、平成２８年９月２０日に調停離婚が成立したが、財産分与が合意で
きず、 平成３０年９月１９日に財産分与請求の調停を申し立てたところ、６期
日のうち３期日についてＡに無断で出頭せず、令和元年８月２７日に調停不成
立により審判に移行した後も、指定された３期日の全てについてＡに無断で出
頭せず、同年１１月７日に取下げ擬制となった結果、Ａは離婚の時から２年を
経過するまでに協議に代わる処分を家庭裁判所に請求する権利を喪失したこ
と、
⑵　上記⑴の財産分与請求事件について、Ａに対し、事件が調停から審判に移
行したことを報告したのみで、その他の経過については報告せず、呼出しを受
けた審判期日の連絡をせず、期日を欠席したこと、更に期日を欠席すれば取下
げ擬制となること、その後取下げ擬制となったこと等を報告しなかったこと、
⑶　平成２８年５月９日、財産分与対象財産の一部であるとして、Ａの夫から
預り金３２８万１６８２円を受領したところ、上記⑴の財産分与請求事件が取
下げ擬制により終了した令和元年１１月７日をもって委任契約は終了し、その
後遅滞なくＡに返還する義務があったにもかかわらず、これを返還しなかった
こと
を理由に、令和７年２月１２日付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処
分を受けたもの。

令和７年度 令和7年11月3日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　Ａとの間で、平成２９年１０月１７日、交通事故の損害賠償請求に関し、
示談交渉、書類作成、第一審までの訴訟及び調停を内容とする委任契約を締結
したが、令和３年８月４日の委任契約終了までの約３年９か月の間、受任事件
に着手しなかったこと、
⑵　Ａに対し、経過の報告をせず、上記⑴の委任契約が遅くとも令和３年８月
４日に終了したにもかかわらず、経過の報告をせず、着手金及び預り書類を返
還しなかったこと
を理由に、令和７年３月６日付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処分
を受けたもの。

令和７年度 令和7年10月31日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、Ａの国選弁護人に選任されたところ、令和５年８月７
日、警察署に留置されているＡから同人名義のキャッシュカードの宅下げを受
け、同年９月末までに上記キャッシュカードを用いて口座から金員を引き出す
必要性がある業務が終了し、同年１１月中旬にはＡの第一審判決が確定して事
件が終了したが、Ａ、Ａの親族及び加害者家族支援を主たる業務として活動す
る特定非営利活動法人Ｂが上記キャッシュカードの返還について対象弁護士に
連絡をした後も、返還を行わなかったことを理由に、令和７年２月２８日付け
で所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年10月30日
１年６か月間の契約締
結拒絶期間を設定する
ことが相当である。

本件は、対象弁護士が、令和５年３月分から令和６年２月分までの１２か月分
の所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費の合計５３
万１６００円を滞納したことを理由に、令和６年８月２０日付けで所属弁護士
会から業務停止６月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年10月29日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　令和３年４月頃から令和６年６月頃まで、厚生労働省が行っている人材開
発支援助成金などの雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望している
事業者との間で助成金支給申請等における書類の作成や労働局への提出等を事
業者に代行して行う助成金申請代行業務に関する代行業務契約を締結している
有限責任事業組合Ａから、助成金申請代行業務を受任し、その大部分を株式会
社Ｂに委託したところ、Ｂ社及びＢ社と雇用関係にある担当者が行う助成金申
請代行業務は弁護士法第７２条に違反すると疑うに足りる相当な理由があるに
もかかわらず、Ｂ社及び上記担当者に十分な指揮監督を行わずに助成金申請代
行業務を行わせて利用したこと、
⑵　令和３年２月５日、上記⑴のＡ組合に組合員として加入したところ、Ａ組
合は営利を目的とする業務を営む者であるにもかかわらず、営利業務従事届出
書を提出しなかったこと
を理由に、令和７年３月１２日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処
分を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年10月16日
注意の措置をとること
が相当である。

本件は、センターの常勤弁護士である対象弁護士が、令和６年１０月当時、勤
務していた法律事務所の代表弁護士として、センターの監事監査に関し、監事
が回答を求めた監査項目について、合理的な理由なく回答をせず、かつ、事前
に通知されていた同年１１月２０日の実地監査への立合いを拒否し、結局、監
事による質疑に一切応じなかったことから措置の対象となった事案。

令和７年度 令和7年10月6日
３年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象弁護士が、
⑴　令和４年３月頃、Ａから地上権設定登記抹消登記手続請求訴訟を受任した
が、Ａの子であるＢに対して、訴訟提起していないにもかかわらず、訴訟が進
行している旨及び同年１２月１６日に判決が出たとの虚偽の報告を行い、それ
を隠蔽するために、自ら作成した判決文に、別の事件で取得した判決書の実在
する裁判官署名と印鑑を貼り付ける方法で判決書を偽造したこと、
⑵　令和２年１１月４日、家庭裁判所より被後見人Ｃの成年後見人に選任され
たところ、その職務のために預かり保管中であった成年後見人名義の預金口座
から、令和４年７月１日から令和５年４月２８日までの間に合計１２２万４０
００円を引き出し、このうち５５万５０００円をＣの夫に生活費として支払っ
たが、その差額の６６万９０００円を自己のために費消し、Ｃの夫から上記預
金口座の通帳の写しを見せてほしいと言われたことから、預金の着服を隠蔽す
るために、令和５年４月に上記通帳の取引履歴の一部を偽造したこと、
⑶　令和４年４月２１日、Ｄより自己破産申立事件を受任し、同月２２日、Ｄ
より着手金５０万円及び管財予納金等としての預り金５０万円の合計１００万
円が対象弁護士名義の預金口座に振り込まれたが、対象弁護士の預り金口座に
振り替えず、上記預り金５０万円のうち４９万９１５５円を弁護士会の会費等
の目的外に使用したこと、
⑷　令和４年８月８日、家庭裁判所より被後見人Ｅの成年後見人に選任された
ところ、同年９月１６日、Ｅの子から、現金８万８１７０円を預かったが、自
己のために費消し、Ｅ名義の預金口座から、同年１０月１７日から令和５年４
月１４日までの間に合計１３８万９０００円を引き出し、Ｅの入居する施設利
用料等に合計８６万５７８３円を支出したが、その差額の５２万３２１７円を
自己のために費消したこと。また、対象弁護士は、Ｅの成年後見人に選任され
た当初より、Ｅの亡くなった妻に負債があり、Ｅのために相続放棄をする必要
があることを認識していたにもかかわらず、相続放棄の手続を放置し、熟慮期
間を経過させたこと
を理由に、令和６年９月１９日付けで所属弁護士会から退会命令の懲戒処分を
受けたもの。

令和７年度 令和7年10月4日
１年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象司法書士が、以下の⑴から⑷までのとおり、補助者をして、複数
回にわたり、消費者金融業者のＡＴＭが設置された施設の駐車場又はその付近
において、当該施設を利用した者に対して、当該者の当該消費者金融業者に対
する貸金返還債務の残高調査業務を対象司法書士に依頼するように勧誘し、消
費者金融の利用者の窮状に乗じて過払金返還請求事件を探し求め、もって、司
法書士の品位又は信用を損なう方法により、故意に、不当な手段を用いて業務
の誘致を行ったことにより、令和６年５月１３日付けで法務大臣より同月２９
日から業務停止２週間の懲戒処分を受けたもの。
⑴　対象司法書士は、補助者をして、平成２９年４月、某県某市内の消費者金
融業者甲（以下「甲」という。）のＡＴＭコーナー付近の甲が共用する駐車場
で、同ＡＴＭコーナーの利用者を待ち受けて、当該利用者に対して、当該利用
者の甲に対する債務の残高調査業務の勧誘を行った。その結果、対象司法書士
は、同日、Ａから、Ａの甲に対する債務の残高調査業務の依頼を受けた後、Ａ
の甲に対する不当利得返還請求事件に係る裁判書類作成業務及びＡの消費者金
融会社乙（以下「乙」という。）に対する不当利得返還請求事件に係る裁判書
類作成業務を受任した。
⑵　対象司法書士は、補助者をして、平成２９年１２月、某県某市内の甲のＡ
ＴＭコーナー付近の甲が共用する駐車場で、同ＡＴＭコーナーの利用者を待ち
受けて、当該利用者に対して、当該利用者の甲に対する債務の残高調査業務の
勧誘を行った。その結果、対象司法書士は、同日、Ｂから、Ｂの甲に対する債
務の残高調査業務の依頼を受けた後、Ｂの甲に対する不当利得返還請求事件に
係る裁判書類作成業務等の業務を受任した。
⑶　対象司法書士は、補助者をして、平成２９年１２月、某県某市内の甲のＡ
ＴＭコーナー付近の甲が共用する駐車場で、同ＡＴＭコーナーの利用者を待ち
受けて、当該利用者に対して、当該利用者の甲に対する債務の残高調査業務の
勧誘を行った。その結果、対象司法書士は、同日、Ｃから、Ｃの甲に対する債
務の残高調査業務の依頼を受けた後、Ｃの甲に対する不当利得返還請求事件に
係る裁判書類作成業務を受任した。
⑷　対象司法書士は、補助者をして、令和２年１月、某県某市内の乙のＡＴＭ
コーナー付近で、同ＡＴＭコーナーの利用者を待ち受けて、当該利用者に対し
て、当該利用者の乙に対する債務の残高調査業務の勧誘を行った。その結果、
対象司法書士は、同日、Ｄから、Ｄの乙に対する債務の残高調査業務の依頼を
受けた。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年9月1日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　平成２５年９月３日には、有限会社Ａ、有限会社Ｂ、Ａ社及びＢ社の代表
取締役を務めていたＣ並びにＡ社及びＢ社の債務を連帯保証していたＤから、
債務整理又は破産手続申立事件を受任したが、委任契約書を作成しなかったこ
と、
⑵　上記⑴の事件の受任に際し着手金及び預り金として合計５００万円を受領
したが、Ｃ、Ａ社及びＢ社について、６年以上もの間、破産の申立てを行わな
かったこと、
⑶　令和元年１１月２５日にＣ、Ａ社及びＢ社から解任通知を受けたところ、
裁判所に郵送した同人らにかかる破産申立書一式が裁判所に到達していない可
能性があることを認識し得たにもかかわらず、裁判所に連絡するなどの措置を
講じることなく、既に申立代理人としての権限を失っていた同月２６日に上記
申立書類を裁判所に受理させたこと、
⑷　新たにＣ、Ａ社及びＢ社の委任を受けた代理人弁護士Ｅから令和元年１１
月２７日に送付された受任通知において、上記⑵の着手金及び預り金合計５０
０万円並びに関係資料を返還するよう請求を受けたがこれに応じず、預り金等
については令和２年１２月３０日まで精算をせず、関係資料については返還し
なかったこと、
⑸　平成３０年１０月３０日、Ｄについて破産申立てを行い、平成３１年１月
１６日に免責許可決定がなされて事件が終了し、Ｄからの預り金について返還
すべき金員があったにもかかわらず、令和６年１０月３１日まで精算しなかっ
たこと
を理由に、令和７年１月１６日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処
分を受けたもの。

令和７年度 令和7年8月21日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
 ⑴　対象弁護士の実母Ａの手続代理人として、令和２年１２月２４日、Ａの成

年後見開始審判の申立てを行ったものの、申立書の財産目録にＡ名義の普通預
金口座及び定期預金口座を記載せず、また、令和３年４月８日、Ａの成年後見
人であるＢ弁護士から上記各預金口座の通帳及び銀行印の引渡しを求められた
にもかかわらず、上記普通預金口座から５０万円を払い戻し、同月１２日、上
記通帳等の引渡しを拒んだこと、
⑵　令和３年４月９日、成年後見人が選任されているＡの住所を対象弁護士の
自宅住所に変更する届出をしたこと、
⑶　上記⑴の成年後見開始審判の申立ての結果、Ａが事理を弁識する能力を欠
く常況にあると裁判所から判断されて成年後見人が選任されたにもかかわら
ず、令和３年４月１４日、Ａと財産調査等を内容とする委任契約を締結し、同
日、Ｂ弁護士から上記委任契約を取り消された後も、Ａの代理人としてＢ弁護
士に対し数々の要求行為等を繰り返したこと、
⑷　Ａが入所するサービス付き高齢者向け住宅を運営する一般社団法人Ｃに対
し、Ｂ弁護士とＡとの面会を拒否するよう指示、助言し、また、Ｂ弁護士が令
和３年４月２８日にＡとＣとの契約一切を解約したにもかかわらず、これが無
効であるとした上で、Ｃ法人に対し、同月３０日のＡの退所を拒否するよう指
示、助言したこと、
⑸　Ａの代理人であるとして、Ｂ弁護士にＡの財産状況の報告を求め、それを
拒否したＢ弁護士に対し、令和３年８月６日付けで送付した書面において、背
任罪として告発する旨を記載したこと
を理由に、令和７年３月１８日付けで、日本弁護士連合会から、令和６年５月
２３日付け所属弁護士会による戒告の懲戒処分が変更された業務停止１月の裁
決を受けたもの。

令和７年度 令和7年8月20日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、Ａ会社を解雇されたＢの依頼を受け、Ａ社に対して解
雇無効等確認請求の訴訟を提起したところ、令和４年４月２７日にＢの同僚で
あるＣから電話で事情聴取をした際、会話を録音し、Ｃが会話内容をＡ社に知
られることを拒否していたにもかかわらず、録音の一部を反訳してＣが上司を
快く思っていないことが分かる部分を記載した報告書を作成し、同年１２月２
０日、Ｃに無断で証拠として裁判所に提出してＣの秘密を漏洩したことを理由
に、令和７年３月１８日付けで、日本弁護士連合会から、令和６年９月３日付
け所属弁護士会による業務停止２月の懲戒処分が変更された業務停止１月の裁
決を受けたもの。

令和７年度 令和7年8月20日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　Ａから、同人が平成２４年３月に自動車に衝突された事故について、令和
元年９月１８日に言い渡された控訴審判決に対する上告及び上告受理申立てを
受任したところ、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限を徒過したた
め、令和２年１月１７日に却下決定がなされ、その送達を受けたにもかかわら
ず、Ａに報告せず、Ａの問合せに対して、いまだ結果は出ていない旨の当座し
のぎの虚偽の回答を繰り返すなどして、Ａが自ら裁判所に問い合わせたことに
よって上記却下決定を確知するまでの１年７か月以上にわたり、真実の顛末を
報告しなかったこと、
⑵　令和２年５月２８日に回収した上記⑴の事故の損害賠償金２２万４７２０
円について、上記⑴の却下決定がなされた時点で速やかにＡに返還すべきとこ
ろ、１年近く返還しなかったこと、
⑶　Ａからの預り金を保管するに当たり、入出金の年月日及び金額並びに入金
の目的及び出金の使途を記録せず、上記⑴の事故に係る事件の終了時点で収支
報告を行わず、Ａからの預り金を一定期間目的外に流用したこと
を理由に、令和７年１月７日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処分
を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年8月1日
３年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象司法書士が、令和２年１１月、Ａから、Ａの父Ｂ（令和２年死
亡。以下「被相続人」という。）の預貯金解約業務を含む相続財産管理承継業
務を受任し、令和２年１２月、被相続人の相続人であるＡ、Ｃ及びＤの間で被
相続人の相続財産に係る遺産分割協議が成立し、同日、遺産分割協議書が作成
されたところ、Ａ、Ｃ及びＤから、被相続人の名義の預貯金解約業務を含む相
続財産承継業務を依頼され、次の金融機関等の被相続人名義の預貯金口座等の
解約手続を行い、対象司法書士名義の預り金口座へ送金を受けたが、その合計
１００１万１７５０円を自己のために費消し、もって業務上自己の占有する他
人の物を横領した
⑴　甲信用金庫　預金等２６１万７９０７円（令和３年１月受領）
⑵　乙銀行　預金１２３万２２６０円（令和３年１月受領）
⑶　丙農業協同組合　貯金３７９万１１４７円（令和３年２月受領）
⑷　丙農業協同組合　共済契約解約返戻金２１６万６８５６円（令和３年２月
受領）
⑸　丁銀行　預金２０万３５８０円（令和３年３月受領）
ことを理由に、令和７年１月２８日付けで法務大臣より業務禁止の懲戒処分を
受けたもの。

令和７年度 令和7年7月29日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　令和３年２月１７日に死亡したＡの相続人であるＢの代理人として、Ａの
公正証書遺言に基づき遺言執行者に就任したＤを被申立人とする遺言執行者解
任申立審判事件を同年８月１日付けで申し立てたところ、上記事件の取下書を
裁判所に提出していなかったにもかかわらず、Ｄ及びその代理人であるＣ弁護
士に対し、令和４年３月２６日付けで、既に上記事件を取り下げた旨を通知
し、Ｄに対し、Ａの遺言に基づく金銭をＢに至急支払うことなどを求めたこ
と、
⑵  令和４年４月５日付けで上記⑴の事件の取下書を提出し、上記⑴の事件は
同月７日に終了したにもかかわらず、Ｂの代理人として同年５月１５日付けで
申し立てたＤを債務者とする仮処分命令申立事件の申立書において、上記⑴の
事件が同年３月３０日付け取下書をもって終了したと主張するとともに、実際
に受け付けられた同年４月５日付け取下書とは異なる対象弁護士名義の同年３
月３０日付け取下書の写しを疎明資料として裁判所に提出したこと
を理由に、令和６年１１月２６日付けで所属弁護士会から業務停止２月の懲戒
処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年7月23日
２年６か月間の契約締
結拒絶期間を設定する
ことが相当である。

本件は、対象弁護士が、株式会社Ａの代表取締役Ｂから同人が死亡した後のＡ
社の整理とそれまでの運営を依頼されたところ、令和２年１１月３日にＢが死
亡し、その後の対象弁護士らの取締役選任手続と対象弁護士の代表取締役選任
手続は無効であるにもかかわらず、手続上瑕疵のあるこれらの選任手続に積極
的に関与し、Ａ社の代表取締役の立場を利用して、令和３年、株主総会の議決
を経ないまま、Ａ社が有償で自己株式を取得した１株当たり３８００円から７
５００円の価格を著しく下回る１株当たり１０００円で７３００株を自己に譲
渡し、令和４年１１月８日にＡ社に７３００株を１株７５００円で譲渡し、同
月１１日に対象弁護士の子ＣにＡ社の自己株式１万１１００株を１株１０００
円で譲渡し、また、令和２年１１月９日に回収したＡ社の資産である現金１億
２０００万円は会社の状況に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、Ｄらを含む
株主に対して説明を行わなかったことを理由に、令和６年１２月２日付けで所
属弁護士会から業務停止１０月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年6月28日
１年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象弁護士が、
　⑴　Ａから、平成３０年５月頃から同年９月頃までの間に債権仮差押命令申
立事件及び告訴事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任
契約書を作成しなかったこと、
　⑵　令和３年１月頃、Ａから受任した離婚等請求控訴事件に関し、高等裁判
所が令和２年１２月２４日に言い渡した判決につき、Ａから委任を受けること
なく、上記事件の第一審事件の受任後にＡから交付を受けた白紙委任状を使用
し、代理人として最高裁判所に対し上訴手続をし、また、令和３年７月７日ま
での間、Ａに対し、上記判決及び上訴手続につき報告しなかったこと
を理由に、令和６年２月２０日付けで所属弁護士会から業務停止２月の懲戒処
分を受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年5月19日
３年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象弁護士が、
⑴  弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず、広告業務委託料の名目で
報酬を得る目的で、国際ロマンス詐欺等に関する法律事件を周旋することを業
としていたと疑うに足りる相当の理由のある者である株式会社Ａを利用したこ
と、
⑵  所属する法律事務所のウェブサイト上に、国際ロマンス詐欺等に関し「返
金の可能性は必ずあります」「返金実績多数」「相談者様の詐欺被害ケース」
等の表示を掲載したこと、
⑶  Ａ社から紹介されて業務委託契約を締結した事務員に対し、上記⑵のウェ
ブサイト閲覧者からの事情聴取、報酬額の決定、委任契約締結手続、銀行宛て
口座凍結要請文書や弁護士会照会書面の作成、返還請求先との和解交渉等を対
象弁護士の名義を利用して行うことを許諾したこと、
⑷　令和５年６月頃、Ｂから国際ロマンス詐欺に関する法律事件を受任し着手
金２２万円を受領したが、Ｂに対する事件の見通し、処理の方法並びに弁護士
報酬及び費用の説明を上記⑶の事務員に委ね、自らは依頼者であるＢから得た
情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をしなかったこ
と
を理由に、令和６年１０月１５日付けで所属弁護士会から業務停止２年の懲戒
処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年5月2日

１年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　令和元年１１月２５日、Ａとの間で、同人の配偶者が亡くなった原因を明
確化するため、証拠保全申立て等を委任事項とする委任契約を締結したとこ
ろ、Ａから複数回にわたり督促を受けていたにもかかわらず、解任された令和
５年２月６日まで、上記申立て等を履行しなかったこと、
⑵　上記⑴の委任契約を締結した頃、Ａから預かった音声データをパソコンに
保存したものの、電子データを保存したパソコンが故障した場合に備えた対策
を講じておらず、パソコンが故障したことにより、Ａからの返還の求めに応じ
なかったこと
を理由に、令和６年７月１６日付けで所属弁護士会から業務停止１月の懲戒処
分を受けたもの。

令和７年度 令和7年5月2日
１年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象弁護士が、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及
び記録保存等に関する規程第１１条第１項に基づき、毎年６月３０日までに提
出する義務を負う年次報告書を、令和元年から令和４年まで、毎年、提出期限
後も提出しなかったことを理由に、令和６年７月４日付けで所属弁護士会から
業務停止１月の懲戒処分を受けたもの。

令和７年度 令和7年6月28日
３年間の契約締結拒絶
期間を設定することが
相当である。

本件は、対象弁護士が、
⑴　平成３０年１１月１日、Ａから金融業者７社に対する過払金返還請求事件
の委任を受けたところ、Ａの代理人として、Ａの了解を得ることなく、Ｂ社と
の間で令和３年３月２日付け合意書を締結したこと、
⑵　職務上の預り金として対象弁護士の預り金口座に令和３年８月２５日に入
金された２３万円、令和４年１月７日に入金された９５万８３８５円、同年５
月１３日に入金された２５０万円、令和５年３月２８日に入金された１００万
円を、事務所経費等に私的に流用したこと、
⑶　預り金口座として使用していた対象弁護士名義の預金口座につき、口座名
義に預り金口座であることを明示する文字を用いず、また、所属弁護士会に届
け出ず、さらに、預り金以外の出入金口座としても使用し、自己の金員と明確
に区別しなかったこと、
⑷　上記⑴の過払金返還請求事件の委任を受け着手金を受領したものの、受任
事件の報告をしたのは令和２年にＡから受けた電話での報告のみで、その後、
更に１年以上経過した後にＡから架電を求める連絡があったにもかかわらず連
絡をせず、また、上記⑴の合意書の締結を報告せず、上記合意書に基づく過払
金の入金が対象弁護士の口座にあったことを報告しなかったこと、
⑸　Ａから令和４年８月８日付けの解任通知を受領し、その後受任したＡの代
理人弁護士から説明を求められたにもかかわらず、 Ａに対しても上記代理人弁
護士に対しても、何ら連絡を取らず、報告をしなかったこと、
⑹　上記⑸の解任通知が届き委任が終了したにもかかわらず、Ｂ社から振り込
まれた過払金をＡに返還しなかったこと、
⑺　Ｃの親族であるＤの国選弁護人として保釈請求を行い、令和５年３月２８
日、裁判所から保釈保証金のうち１００万円の還付を受けたが、その出捐者で
あるＣに対して還付された保釈保証金を返還しなかったこと、
⑻　令和５年５月分から同年１２月分まで８か月分の所属弁護士会及び日本弁
護士連合会の会費合計２７万４４００円を滞納したこと
を理由に、令和６年１１月５日付けで所属弁護士会から退会命令の懲戒処分を
受けたもの。



年度 効力発生日 措置の内容 措置事案の概要

○契約弁護士等に対してとった措置について

令和７年度 令和7年5月1日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　平成３０年６月、Ａから債務整理事件を受任し、平成３１年１月１０日ま
でに合計４０万円の弁護士費用を受領したにもかかわらず、令和５年３月２９
日付けで委任契約が解除されるまで、破産手続開始申立てを行わなかったこ
と、
⑵　上記⑴の事件について、Ａから再三にわたり、債権者に訴訟提起をされた
旨の連絡や状況確認の問合せを受けながら、令和元年９月以降は全くこれに応
答しなかったこと、
⑶　Ａから上記⑴の委任契約の解除とともに、支払済みの弁護士費用４０万円
の返還を求められたが、その清算を行わなかったこと
を理由に、令和６年８月６日付けで所属弁護士会から業務停止３月の懲戒処分
を受けたもの。

令和７年度 令和7年4月9日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象弁護士が、
⑴　Ａから離婚後の年金分割の手続の依頼を受けたが、期限を徒過したことに
より、Ａの年金分割の権利を喪失させ、事件処理の経過をＡに適切に報告しな
かったこと、
⑵　Ｂが申し立てた財産分与調停事件において、相手方の代理人となったとこ
ろ、令和元年１２月２０日に成立した調停条項に基づき、対象弁護士が相手方
代理人としてＢを住宅ローンの連帯債務者から除外する申請手続を行うことに
なったが、Ｂへの書類等を依頼する連絡が令和２年６月になってからと遅れ、
同月中にＢが対象弁護士に書類を送付したにもかかわらず、住宅ローン会社か
ら求められた書類提出期限である同年１０月中に住宅ローン会社に書類を送付
せず、同年１２月１日を過ぎてもＢに手続完了の連絡をしなかったこと、
⑶　令和２年３月８日、Ｃから、債権者５社を相手方とする債務整理等事件を
受任し、着手金１１万円を受領したにもかかわらず、債権者に対する受任通知
を送付することもなく、１年９か月以上事件処理をせずに放置したこと、
⑷　令和２年８月頃、Ｄから、元配偶者に対する損害賠償等請求事件につい
て、訴訟提起を前提として受任し、同月２１日に着手金３５万円を受領した
が、令和３年１１月頃から、連絡が取れない状態を継続させ、令和４年３月ま
で訴訟提起に至らなかったこと
を理由に、令和６年６月５日付けで所属弁護士会から業務停止６月の懲戒処分
を受けたもの。

令和７年度 令和7年5月2日

２年間の契約締結拒絶
期間を伴う契約解除措
置をとることが相当で
ある。

本件は、対象司法書士が以下の⑴から⑻までの経過により、対象司法書士の補
助者であったＡが、対象司法書士が成年後見人として選任されていたＢ及びＣ
（以下、Ｂと併せて「本件被後見人ら」という。）の財産管理業務を担当して
いたところ、Ａが、本件被後見人らの名義の口座から、合計１７７１万８５２
６円を横領していたことを理由に、令和６年１０月１１日付けで法務大臣より
同月１２日から業務停止１か月の懲戒処分を受けたもの。
　⑴　対象司法書士は、平成２６年１２月、家庭裁判所の審判によりＢの成年
後見人に選任され、令和元年１１月、家庭裁判所の審判によりＣの成年後見人
に選任されたところ、当時補助者をしていたＡに、本件被後見人らの日常生活
における金銭の出金、送金、通帳の記載及び金銭出納帳の記載等の財産管理の
業務の補助を担当させた。
　⑵　Ａは、少なくとも平成２９年６月から令和４年４月までの間、Ｂ名義の
口座から現金を繰り返し出金し、合計１５８０万０８２１円を自己の用途に使
用するために着服し横領した。
　⑶　Ａは、令和３年７月から令和４年４月までの間、Ｃ名義の口座から現金
を繰り返し出金し、合計１９１万７７０５円を自己の用途に使用するために着
服して横領した。
　⑷　Ａは、上記⑵及び⑶に際し、家庭裁判所への定期報告の際に領収書の添
付を求められない１０万円以下の金額で本件被後見人ら名義の口座から出金
し、本件被後見人らの生活費、物品購入及びリフォーム費用等のための出金と
して通帳に記入した上、金銭出納帳に収入記録を記載しなかった。また、Ａ
は、偽造した領収書の写しを添付し、本件被後見人らのために出金がされたか
のように装った。
　　　対象司法書士は、Ａに対して、家庭裁判所に提出する定期報告書につい
て事前に必ず対象司法書士の確認を受けるよう一定の指導をしていたが、Ａを
信頼していたことから、Ａの作成した定期報告書の確認を怠った。また、事務
所の金庫に保管されている本件被後見人らの通帳の残高と本件被後見人らの自
宅に保管されている金銭出納帳の原本の残高との突合を怠ったため、Ａが横領
している事実に気付かなかった。
　⑸　Ａは、令和４年５月、対象司法書士に対し、本件被後見人らの口座から
金銭を横領していたことを自白し、同月、警察署に出頭した。
　⑹　対象司法書士は、令和４年６月、ＡがＣ名義の口座から横領した金額と
同額をＣ名義の口座に振り込んだ。
　⑺　対象司法書士は、令和４年７月、ＡがＢ名義の口座から横領した金額と
同額をＢ名義の口座に振り込んだ。
　⑻　対象司法書士は、上記⑷のとおり、Ａに対する監督義務を怠り、Ａが上
記⑵及び⑶の横領行為をすることを可能とさせ、その結果、本件被後見人らに
１７７１万８５２６円という損害を発生させた。


